
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広島県内の市町の給与の状況について 
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《地方公務員の給与》 

給 
 

与 

 ①
給
料 

 条例で定められた「給料表」のいずれかの額が支給されます。 

 給料表は，職種別に職務と責任の度合を示す「級」（横軸）と      

経験年数の度合を示す「号給」（縦軸）で構成され，給料は各地方

公共団体の規則等の規定に従い，決定されます。 

   

 ②
手
当 

 給料を補完するものです。扶養手当，住居手当，地域手当等が

あり，その種類や額，支給要件等は条例で定めなければなりませ

ん。 

なお，給与は「労務の対価」ですから，慶弔見舞金，記念品等の給付，職員の個人的利益に帰

属しない運動場等の利用などの福利厚生事業は給与には含まれません。 

 

 

 

《地方公務員の給与決定の原則》 

① 職務給の原則（地方公務員法（以下「地公法」という。）第 24条第１項） 

  職員の給与は，その職務と職責に応ずるものでなければならない。 

② 均衡の原則（地公法第 24条第３項） 

  職員の給与は，生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事

業の従事者の給与その他の事情を考慮して定めなければならない。 

③ 条例主義の原則（地公法第 24条第６項等） 

  職員の給与，勤務時間その他の勤務条件は，条例で定める。 



 

１．市町のラスパイレス指数・平均給料月額等（一般行政職） 

H27.4.1現在  

市町名 

ラスパイレス指数 

( )は地域手当補正後の 

ラスパイレス指数 

平均給料月額 

      （百円） 

平均年齢 

   （歳） 

国  3,343 43.5 

呉  市 100.6 3,654 46.6 

竹 原 市 103.1 3,319 41.1 

三 原 市 98.3 3,212 42.2 

尾 道 市 101.1 3,557 45.1 

福 山 市 100.9 3,156 40.4 

府 中 市 95.6 3,269 43.8 

三 次 市 97.3 3,465 45.4 

庄 原 市 97.0 3,128 41.6 

大 竹 市 98.6 3,250 41.4 

東広島市 101.3 3,358 42.8 

廿日市市 98.1 3,305 43.6 

安芸高田市 100.8 3,493 44.7 

江田島市 96.9 3,310 44.0 

府 中 町 99.9 3,408 44.6 

海 田 町 96.9 2,860 37.6 

熊 野 町 94.5 3,143 43.3 

坂  町 95.5【92.7】※1 3,151 43.8 

安芸太田町 95.5 3,152 42.8 

北広島町 97.4 3,457 45.1 

大崎上島町 93.5 3,156 43.8 

世 羅 町 97.6 3,194 42.2 

神石高原町 96.9 3,316 43.8 

※2市町平均 99.3 3,333 43.2 

※2市 平 均 99.7 3,350 43.2 

町 平 均 97.1 3,241 43.2 

※3 全国市平均 98.7 3,225 42.3 

全国町村平均 95.8 3,093 41.9 

全団体平均 99.0 3,251 42.5 

※1 【 】は地域手当補正後の 

ラスパイレス指数（以下同じ） 

※2 広島市を除いた数値  

※3 政令指定都市を除いた数値    

 

（参考）ラスパイレス指数とは 
 地方公務員（一般行政職）と国家公務員（行政職俸給表(一)）の給与水準を，

国家公務員の職員構成を基準として，学歴別，経験年数別に比較し算出したもの

で，国家公務員の給与を 100 とした場合の地方公務員の給与水準を示したもので

す。 

 なお，職員数の少ない団体では職員構成や経験年数階層の変動が大きく影響し

てくることもあります。 

 ラスパイレス指数は，統計的な変動・人員分布の影響が大きいため，単年度の

比較ではなく，数年の傾向としてみることが大切です。 
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２．市町のラスパイレス指数の推移 

【一般行政職】                                H27.4.1現在 

  

22 年度 23 年度 

24 年度 25 年度 

26 年度 27 年度 

対前年

度増減 

※2 
国減額後 

国減額前 
(参考値)

※1 
国減額後 

国減額前 
(参考値) 

※1 

呉   市 98.7 98.5 106.6 98.5 109.5 101.2 100.6 100.6 0 

竹  原  市 102.8 103.0 111.0 102.6 110.7 102.2 103.7 103.1 ▲0.6 

三  原  市 98.7 97.9 106.3 98.3 106.3 98.2 98.6 98.3 ▲0.3 

尾  道  市 99.5 99.8 109.8 101.5 109.4 101.0 101.1 101.1 0 

福  山  市 100.7 100.3 108.9 100.6 109.2 100.9 100.8 100.9 0.1 

府  中  市 98.8 99.6 107.9 99.7 108.3 100.0 99.2 95.6 ▲3.6 

三  次  市 98.0 98.6 106.6 98.5 106.1 98.0 98.0 97.3 ▲0.7 

庄  原  市 96.7 96.3 104.5 96.6 103.9 96.0 96.5 97.0 0.5 

大  竹  市 97.6 98.3 107.2 99.0 105.7 97.6 98.2 98.6 0.4 

東 広 島 市 101.2 100.6 109.1 100.8 109.0 100.7 101.3 101.3 0 

廿 日 市 市 94.6 97.2 105.3 97.4 105.7 97.7 99.1 98.1 ▲1.0 

安芸高田市 101.1 101.0 109.1 100.8 109.3 100.9 100.6 100.8 0.2 

江 田 島 市 94.4 94.6 103.6 95.7 104.1 96.1 96.6 96.9 0.3 

府  中  町 100.6 101.1 108.9 100.7 108.0 99.8 99.8 99.9 0.1 

海  田  町 96.0 96.9 104.9 96.9 105.7 97.6 97.6 96.9 ▲0.7 

熊  野  町 94.3 95.0 103.1 95.2 103.5 95.6 95.6 94.5 ▲1.1 

坂   町 
92.6 

【89.9】 

93.3 

【90.6】 

102.0 

【99.0】 

94.2 

【91.5】 

102.4 

【99.4】 

94.5 

【91.8】 

93.9 

【91.2】 

95.5 

【92.7】 

1.6 

【1.5】 

安芸太田町 95.6 95.2 103.7 95.8 104.1 96.1 96.0 95.5 ▲0.5 

北 広 島 町 97.7 98.1 105.9 97.7 107.4 99.1 98.4 97.4 ▲1.0 

大崎上島町 92.9 94.0 101.6 93.8 101.9 94.1 93.4 93.5 0.1 

世  羅  町 98.2 98.1 105.0 97.0 104.9 96.9 96.6 97.6 1.0 

神石高原町 97.4 97.1 104.6 96.6 105.4 97.4 96.9 96.9 0 

合
計 

市 計 
(広島市除く) 

99.1 99.2 107.6 99.5 108.0 99.8 100.0 99.7 ▲0.3 

町 計 97.4 97.6 105.0 97.1 105.3 97.3 97.0 97.1 0.1 

県 計 
(広島市除く) 

98.8 98.9 107.2 99.1 107.6 99.4 99.5 99.3 ▲0.2 

※1「参考値」は，国家公務員の時限的な（2年間）給与改定特例法による措置がないとした場合の値 

【状況】 

・県内の市町平均は，昨年度と比べ 0.2ポイント下降しています。主な要因としては，独自の給与削

減の実施などが影響しているものと考えられます。 

・全国平均と比較すると，県内の市（広島市を除く）は 1.0ポイント，県内の町は 1.3ポイント全国

平均より高い水準にあります。主な要因としては，50 歳台後半層の給与抑制の未実施，国に準じ

た給与制度の見直しの際における国と異なる経過措置などの影響が考えられます。 
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３．市町の初任給決定状況（一般行政職） 

   H27.4.1現在 

市町名 

初任給決定状況 

大学卒（試験） 高校卒（試験） 

初任給基準額(円) 号給 初任給基準額(円) 号給 

国 174,200 1-25 142,100 1-5 

呉   市 181,200 1-33 151,800 1-13 

竹  原  市 180,800 1-29 151,800 1-13 

三  原  市 187,700 1-33 151,800 1-13 

尾  道  市 174,200 1-25 142,100 1-5 

福  山  市 180,800 1-29 146,500 1-9 

府  中  市 174,200 1-25 146,500 1-9 

三  次  市 174,200 1-25 146,500 1-9 

庄  原  市 174,200 1-25 146,500 1-9 

大  竹  市 180,800 1-29 146,500 1-9 

東 広 島 市 180,800 1-29 151,800 1-13 

廿 日 市 市 180,800 1-29 151,800 1-13 

安芸高田市 163,600 1-21 142,100 1-5 

江 田 島 市 174,200 1-25 142,100 1-5 

府  中  町 180,800 1-29 151,800 1-13 

海  田  町 180,800 1-29 151,800 1-13 

熊  野  町 － － 142,100 1-5 

坂   町 174,200 1-25 146,500 1-9 

安芸太田町 174,200 1-25 142,100 1-5 

北 広 島 町 163,600 1-21 142,100 1-5 

大崎上島町 － － 142,100 1-5 

世  羅  町 － － 142,100 1-5 

神石高原町 174,200 1-25 142,100 1-5 

※ 平成 27年度人事院勧告に基づく給与改定前の額  
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４．市町の経験年数別平均給料月額 

H27.4.1現在 

市町名 
ラスパイレス 

指数 

一般行政職       （単位：百円） 

大  卒 高  卒 

10～14年 15～19年 20～24年 10～14年 15～19年 20～24年 

国  2,895 3,366 3,798 2,380 2,886 3,300 

呉   市 100.6 2,910 3,337 3,786 ＊ 2,989 3,418 

竹  原  市 103.1 2,968 3,322 3,858 － ＊ ＊ 

三  原  市 98.3 2,811 3,132 3,595 － 2,873 3,248 

尾  道  市 101.1 2,965 3,345 3,733 2,317 2,848 3,435 

福  山  市 100.9 2,771 3,388 3,788 2,400 2,859 3,472 

府  中  市 95.6 2,738 3,062 3,524 ＊ 2,784 3,252 

三  次  市 97.3 2,786 3,216 3,638 － 2,696 3,327 

庄  原  市 97.0 2,691 3,014 3,652 ＊ 2,751 3,245 

大  竹  市 98.6 2,866 3,433 3,711 － － － 

東 広 島 市 101.3 2,956 3,461 3,704 ＊ 2,958 3,546 

廿 日 市 市 98.1 2,713 3,150 3,579 2,329 2,729 3,371 

安芸高田市 100.8 2,906 3,329 3,727 ＊ 2,922 3,472 

江 田 島 市 96.9 2,765 3,067 3,581 － ＊ 3,247 

府  中  町 99.9 2,781 3,297 3,725 ＊ 2,943 3,425 

海  田  町 96.9 2,866 3,273 3,588 － － － 

熊  野  町 94.5 2,725 3,116 ＊ ＊ － ＊ 

坂   町 
95.5 

【92.7】 
2,594 2,971 3,521 ＊ － ＊ 

安芸太田町 95.5 2,724 3,081 ＊ － 2,554 3,278 

北 広 島 町 97.4 ＊ 3,201 3,596 － － 3,280 

大崎上島町 93.5 2,820 ＊ 3,422 － ＊ 3,052 

世  羅  町 97.6 2,709 3,177 3,648 ＊ ＊ 3,349 

神石高原町 96.9 2,832 3,169 3,502 ＊ 2,873 3,221 

  ※「－」…該当職員なし，「＊」…該当職員が３人以下のため記載していない。  

４ 



 

５．市町の主な諸手当の状況 

H27.4.1現在 

市町名 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 

国 

①配偶者：13,000円 

②配偶者以外 

(配偶者なし,うち１人) 

：11,000円 

(その他)：6,500円 

③特定期間の加算 

：5,000円 

広島市：10％，

府中町：６％，

三原市・東広島

市・廿日市市･

海田町･坂町：

３％ 

①借家： 

最高額 27,000円 

②配偶者等の居住する 

借家：①の２分の１ 

③自宅：無 

①交通機関： 

２km以上，最高 55,000円 

②自動車： 

２km以上，最高 31,600円 

呉   市 国と同じ － ①最高額 27,500円 

①：1.5km以上，上限なし 

②：1.5km以上，最高 33,500円， 

距離区分が国と異なる 

 

竹  原  市 国と同じ － 国と同じ ②：距離区分が国と異なる 

三  原  市 国と同じ 三原市：３％ 国と同じ ②：距離区分が国と異なる 

尾  道  市 国と同じ － 国と同じ 
②：１km以上，最高 31,600円， 

距離区分が国と異なる 

福  山  市 
③特定期間の加算： 

5,500円 
－ 国と同じ 

①：定期券価格相当額 

②：距離区分が国と異なる 

府  中  市 国と同じ － 国と同じ 国と同じ 

三  次  市 国と同じ － 国と同じ 国と同じ 

庄  原  市 国と同じ － 国と同じ 
②：最高 34,700 円，距離区分が国と

異なる，有料駐車場加算 2,000円 

大  竹  市 
③特定期間の加算： 

5,500円 
－ 国と同じ 

②：最高 21,800円， 

距離区分が国と異なる 

東 広 島 市 国と同じ 東広島市：３％ 国と同じ 
②：最高 24,500円 

距離区分が国と異なる 

廿 日 市 市 国と同じ 廿日市市:３％ 

①.市内上限 35,000円 

  市外上限 23,000円 

(②.①の 1/2) 

②：最高 33,700円， 

距離区分が国と異なる 

安芸高田市 国と同じ － 国と同じ 国と同じ 

江 田 島 市 国と同じ － 
②配偶者がなく子が居住

している住宅は規定なし 
国と同じ 

府  中  町 国と同じ 府中町:６％ ②制度なし ②：距離区分が国と異なる 

海  田  町 国と同じ 海田町:３％ ②制度なし 国と同じ 

熊  野  町 国と同じ － ②制度なし ①新幹線鉄道等に係る特例規定なし 

坂   町 国と同じ 坂町:０％ 国と同じ 国と同じ 

安芸太田町 国と同じ － 国と同じ 
②：最高 55,000円， 

距離区分が国と異なる 

北 広 島 町 国と同じ － 
②配偶者がなく子が居住

している住宅は規定なし 
②：最高 48,000円， 

1km当たり 800円（2km以上対象） 

大崎上島町 国と同じ － 国と同じ 国と同じ 

世  羅  町 国と同じ － 国と同じ 
②：最高 40,000円， 

1km当たり 20円×2×21日 

神石高原町 国と同じ － 国と同じ 

①：１km以上，運賃相当額 

②：１km以上，最高 21,000円， 

距離区分が国と異なる 

注１ 地域手当以外の手当については，国の各項目(①～③)に対して，取扱いが異なるものを記載しています。 

（記載しているもの以外は「国と同じ」です。） 

注２ 扶養手当の「特定期間の加算」とは 15歳から 22歳までの子に対する加算措置です。 

注３ 市町の地域手当については，各市町の本庁舎に勤務している職員の制度完成時の地域手当の支給率を記載していま

す。 

５ 

５ 


